
 

愛知県子供読書活動推進協議会開催要項 

 

（目 的）  

第１ 愛知県子供読書活動推進計画（以下「推進計画」という。）に基づき、子供の読書活

動を総合的に推進し、県・市町村、図書館、学校、民間団体等の連携・協力体制の整備、

協働の在り方や方策について検討するため、愛知県子供読書活動推進協議会（以下「推

進協議会」という。）を開催する。 

 

（協議事項） 

第２ 推進協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。 

(1) 子供の読書活動に関する施策について、総合的かつ効果的な企画及び推進に関するこ

と。 

(2) 子供の読書活動に関する施策について、関係機関・団体等との連携・協力、協働の在

り方に関すること。 

  (3) 子供の読書活動に関する状況調査に関すること。 

(4) 現行の推進計画及び新たな推進計画に関すること。 

(5) その他、子供読書活動を推進する上で必要な事項に関すること。 

 

（構 成） 

第３ 推進協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う

者並びに学識経験のある者で、教育長から委嘱された者で構成する。 

２ 委員の任期は１年（ただし、年度の途中に就任する場合は、当該年度の３月末日まで）

とし、再任を妨げない。 

 

（会 長） 

第４ 推進協議会に会長を置き、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから互選された委員がそ

の職務を代理する。 

 

（会 議） 

第５ 推進協議会は、教育長が招集する。 

２ 推進協議会は、会長が議長となる。 

 

（専門部会） 

第６ 推進協議会に、その協議事項に係る専門的事項を調査審議するため、専門部会を置

くことができる。 

２ 専門部会は、推進協議会委員のうち、会長が指名する者で構成する。 

３ 専門部会に部会長を置き、部会長は会長が務める。 

４ 専門部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。 

 



 

（庶 務） 

第７ 推進協議会の庶務は、県教育委員会あいちの学び推進課において処理する。 

 

（雑 則） 

第８ この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この要項は、平成１６年７月７日から施行する。 

附 則 

 この要項は、平成２０年６月１２日から施行する。 

附 則 

 この要項は、平成２２年６月９日から施行する。 

附 則 

 この要項は、平成２３年５月３１日から施行する。 

附 則 

 この要項は、平成２５年４月１２日から施行する。 

附 則 

 この要項は、平成２８年４月５日から施行する。 

附 則 

 この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要項は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 


